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最近の雇用情勢  平成２８年７月 
職業安定課 

☎052-219-5578 
 

有効求人倍率は２か月ぶりに上昇 緩やかな改善が続く 

○ 有効求人倍率（季節調整値） １．６２倍  対前月＋０．０１ポイント 
・2か月ぶりに前月を上回った。 

・有効求人数は増加（前月比 1.2％増）、有効求職者数も増加（前月比 0.3％増）。 

○ 新規求人倍率（季節調整値） ２．４４倍  対前月＋０．０３ポイント 

・2か月ぶりに前月を上回った。 

・新規求人数は増加（前月比 2.9％増）、新規求職者数も増加（前月比 2.0％増）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

平成２８年７月末現在の労働災害発生状況 
安全課 

☎052-972-0255 

2016 

９月 

 毎月第三稼働日 発行 

厚 生 労 働 省 

 平成 28 年 7 月末における死亡災害は、全産業で 17

人となっており、前年同期より 2 人の減少となってい

ます。死亡災害を事故の型別に見ると、5人が交通事故

による被災で、約3割を占めております。                       

 休業 4日以上の死傷災害は 2,966人となっており、

前年同期より 1人（0.0％）の減となっています。6月

末まで増加を示していた製造業においても減少に転じ

ましたが、建設業は 6月末時点に前年同期比 13.8％減

であったものが、7月末には2.2％減まで差が縮まって

おり、内訳を見ると建築工事業が約6％の増加に転じて

います。                      

増減率

919 ( 5 ) 920 ( 4 ) -1 ( 1 ) -0.1

309 ( 1 ) 316 ( 5 ) -7 ( -4 ) -2.2

404 ( 2 ) 442 ( 4 ) -38 ( -2 ) -8.6

333 ( 1 ) 299 ( 1 ) 34 ( 0 ) 11.4

65 ( 0 ) 69 ( 0 ) -4 ( 0 ) -5.8

145 ( 0 ) 119 ( 0 ) 26 ( 0 ) 21.8

112 ( 1 ) 110 ( 0 ) 2 ( 1 ) 1.8

143 ( 1 ) 135 ( 2 ) 8 ( -1 ) 5.9

536 ( 6 ) 557 ( 3 ) -21 ( 3 ) -3.8

2,966 ( 17 ) 2,967 ( 19 ) -1 ( -2 ) 0.0

※（　）内は死亡者数で内数である。
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愛知県と愛知労働局は 8 月 22 日、雇用対策協定を締結し

ました。  

これは、8 月 20 日の「第 6 次地方分権一括法に基づく改正

雇用対策法」施行により、地方公共団体が国のハローワーク

を活用する新たな枠組みが法定化されたことを受けたもので、

雇用対策協定としては法施行後全国初の締結となりました。 

今後は「日本一元気な愛知」の実現に向けて「産業人材の

育成・確保」、「若者・女性・高齢者・障がい者等の活躍促進」、

「ワーク・ライフ・バランス、働き方改革」等の取組推進など、

連携を強化して総合的・効果的な雇用対策に取り組んでまい

ります。 

 

 

     

 

 

１ ストレスチェック実施の義務化 

ストレスチェック制度の目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止 

（一次予防）を図ることです。 

・労働者自身のストレスへの気づきを促しましょう。 

・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげましょう。 

２ 化学物質リスクアセスメントの義務化 

・安全データシート（SDS）の交付義務対象である 640 物質を製造し、 

または取り扱う全ての事業者が対象です。 

・化学物質の使用状況（どこで、どのように、どのくらいの量・頻度など）を 

正しく把握し、労働者への影響を評価し、危なさに応じた対策を実施しましょう。 

 

愛知地方最低賃金審議会(会長 中山惠子 中京大学経済学部教授)は、7 月 4 日、愛知労働局長から「愛知県

最低賃金の改正決定」に係る諮問を受け、慎重に審議を重ねた結果、8 月 5 日、同局長に対し、現行の愛知県最

低賃金時間額 820 円を 25 円引き上げ、時間額 845 円へと改正

する旨の答申を行いました。 

審議では、最低賃金のあるべき水準を確保するため、最低賃

金の大幅な引き上げを求める労働者側委員と、中小企業の経

営環境等から最低賃金を大幅に引き上げる状況にはないと主

張する使用者側委員との間で、激しい議論が展開されましたが、

公益委員を中心に審議・調整を進め、答申に至りました。 

この答申を受けて同局長は、官報掲載等所定の手続を行い、

10 月 1 日から効力が発生することとなりました。

 

愛知県と愛知労働局が雇用対策協定を締結 
職業安定課 

☎052-219-5504 

平成 28年度 全国労働衛生週間 10月 1日～7日 
健康課 

☎052-972-0256 

愛知県最低賃金が時間額 845円に引き上げられます 
賃金課 

☎052-972-0257 

重点対策のポイント 

全国労働衛生週間を契機に事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、

自主的な労働衛生管理活動の一層の推進を図りましょう。 

 

スローガン  

協定を締結した木暮局長と大村愛知県知事（右） 
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製造業においてメッキ槽の洗浄中に薬品を誤投入したり、商業、接客娯楽業において水浄化処理中に薬剤を

誤投入、誤混入したりしたことにより、有害ガスが発生する災害が続いて発生しています。 

また、化学工業においても、タンクに薬品を誤投入しタンクが破裂・炎上する災害が発生しています。 

 

 

 

・ 製造または取り扱う物質の危険性・有害性を正しく把握しましょう。 

・ 化学物質を取り扱う作業を正しく把握しましょう。 

・ 危なさに応じた対策を実施しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タンク等への薬品類の誤投入、誤混入にご注意を！ 
健康課 

☎052-972-0256 

農林漁業就職フェアを開催 
職業対策課 

☎052-219-5508 

外国人留学生就職フェアを開催 
職業対策課 

☎052-219-5508 

化学物質による労働災害防止のポイント 

愛知労働局管内では、多様な業種で 

化学物質の誤投入や誤混入による災害が連続して発生！ 
 

農林水産分野の担い手の確保と興味を持つ求職者

等への効果的な情報提供を目的として、8 月 10 日

（水）に住友生命名古屋ビル大会議室において「農林

漁業就職フェア」を開催しました。 

当日は職業ガイダンス、就職面接会及び各分野の

専門担当者による個別相談を一体的に行い、求人者

7 社、求職者 81 人の参加者からは「参考になった」、

「有意義であった」等の意見が寄せられました。 

日本国内での就職を希望する外国人留学生と企業を結びつけ、求人・求職のミスマッチ解消を目的として、 

8 月 1 日（月）にウインクあいち７階展示場において「外国人留学生就職フェア」を開催しました。 

当日は 36 社参加による企業説明会を中心に行いましたが、 

より有意義なものとなるよう留学生向けセミナーも 

直前に実施しました。 

参加留学生は 173 人でしたが、積極的 

な姿勢で臨んでおり、企業ブースへの 

訪問件数は 719 件となりました。 
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8 月にあいちマザーズハローワーク、ハローワーク刈谷マザーズコーナー及びハロー

ワーク春日井マザーズコーナーにおいて、マザーズ再就職準備セミナー「親子で考えよ

う！お母さんが働くこと」をそれぞれ開催しました。 

当日は、子育てしながら再就職を希望する母親と小学生の子供が、親子一緒に「働くこと」について考え

るセミナーを受講するとともに、事業所の職場見学をしました。 

セミナーで学んだ後、たくさんの方が働いている様子を見学したことで、親子ともに仕事と家庭の両立へ

の理解、仕事探しのきっかけ作りへとつなげることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

～ 今後予定している主なイベントについて ～ 
 

 

9/14(水) 12:45～16:00 
障害者就職面接会 

（名古屋・尾張地区） 
愛知県体育館 第一競技場 

職業対策課 

052-219-5507 

9/14(水) 14:00～ 
労働者派遣事業許可申請説明会 

（旧特定労働者派遣事業主向け） 

名古屋広小路ビルヂング14階 

共用大会議室 

需給調整事業部 

052-219-5587 

9/28(水) 14:00～ 
労働者派遣事業許可申請説明会 

（旧特定労働者派遣事業主向け） 

名古屋広小路ビルヂング6階 

需給調整事業部 セミナールーム 

需給調整事業部 

052-219-5587 

10/1(土) 13:00～16:00 あいち福祉フェア2016 
名古屋国際会議場 

イベントホール 

職業安定課 

052-219-5505 

10/5(水) 14：00～ 労働者派遣事業 新規説明会 
名古屋広小路ビルヂング6階 

需給調整事業部セミナールーム 

需給調整事業部 

052-219-5587 

 

 去る 7 月 14 日、名古屋北労働基準監督署は放送業における長時間

労働の解消を目的に大手放送局 6 社と「放送業 労務管理会議」を開

催しました。   

 会議では冒頭，署長挨拶の後、脳・心臓疾患と認定基準に関する説

明映像を上映し、第三方面主任監督官より「過重労働防止対策」と題し

て、長時間労働による健康障害や過重労働防止対策の具体例等につ

いて説明を行いました。 

  続いて、名北労働基準協会の労務管理推進室長より近年相次ぐ労働関係

法令の改正内容についての説明が行われました。 

 その後、各社それぞれの過重労働防止へ向けての取り組み内容などにつ

いて説明があり、最後の質疑応答では活発な意見交換が行われました。 
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監督署 ＆ 安定所コーナー 

あいちマザーズ 
ハローワーク 

刈谷所・ 
春日井所 

名古屋北署 平成 28年度 放送業 労務管理会議を開催 

マザーズ再就職準備セミナー 「親子で考えよう！お母さんが働くこと」 

ハローワーク刈谷（8／25） 

見学施設：クレフォートグループ 

ハローワーク春日井（8／9） 

見学施設：安田工機 

あいちマザーズハローワーク（8／23） 

見学施設：西春日井福祉会（介護保険施設） 


